
 網  ⾛  市  市  税  等  収  納  代  ⾏  業  務  委  託  に  関  す  る  仕  様  書 

    こ  の  仕  様  書  は、  網  ⾛  市  （以  下  「市」  と  い  う。）  に  て  コ  ン  ビ  ニ  エ  ン  ス  ス  ト  ア  収  納  （以  下  「コ 
 ン  ビ  ニ  収  納」  と  い  う。）  及  び  ス  マー  ト  フォ  ン  等  の  ア  プ  リ  を  使  ⽤  し  た  キャッ  シュ  レ  ス  決  済  （以 
 下  「キャッ  シュ  レ  ス  決  済」  と  い  う。）  で  の  収  納  を  開  始  す  る  に  あ  た  り、  収  納  代  ⾏  業  務  の  内  容  等 
 に  つ  い  て  必  要  な  事  項  を  定  め  る  も  の  と  す  る。 

 １  対  象  と  な  る  取  扱  科  ⽬ 
    市  道  ⺠  税  （普  通  徴  収‧  森  林  環  境  税  含  む）、  固  定  資  産  税‧  都  市  計  画  税、  軽  ⾃  動  ⾞  税  （種  別 
 割）、  国  ⺠  健  康  保  険  料  （普  通  徴  収）、  介  護  保  険  料  （普  通  徴  収）、  後  期  ⾼  齢  者  医  療  保  険  料  （普 
 通  徴  収）  （こ  れ  ら  を  総  称  し  て  「市  税  等」  と  い  う。） 

 ２  ⽤  語  の  意  義 
    こ  の  仕  様  書  に  お  い  て  使  ⽤  す  る  ⽤  語  の  意  義  は  次  の  と  お  り  と  す  る。 
 （１）  納  ⼊  通  知  書  等 
       納  付  （⼊）  者  が  市  税  等  を  納  付  す  る  た  め  に  使  ⽤  す  る  納  付  （⼊）  通  知  書、  再  発  ⾏  納  付  （⼊） 
    通  知  書、  督  促  状  兼  納  付  （⼊）  通  知  書、  ⼝  座  振  替  不  能  通  知  書、  払  込  取  扱  票  の  こ  と  を  い  う。 
 （２）  収  納  代  ⾏  業  者 
       市  か  ら  コ  ン  ビ  ニ  収  納  及  び  キャッ  シュ  レ  ス  決  済  に  お  け  る  収  納  代  ⾏  業  務  を  受  託  し  た  者  を  い    
    う。 
 （３）  収  納  取  扱  店 
       コ  ン  ビ  ニ  エ  ン  ス  ス  ト  ア  （以  下  「コ  ン  ビ  ニ」  と  い  う。）  本  部  の  各  直  営  店  及  び  コ  ン  ビ  ニ  本  部 
    と  の  間  で  フ  ラ  ン  チャ  イ  ズ  契  約  を  締  結  し  て  い  る  加  盟  店  の  各  店  舗  及  び  キャッ  シュ  レ  ス  決  済  事  業 
    者  の  こ  と  を  い  う。 
 （４）  収  納  ⾦ 
       納  ⼊  通  知  書  等  に  基  づ  い  て  収  納  取  扱  店  に  お  い  て  収  納  し  た  市  税  等  の  こ  と  を  い  う。 
 （５）  振  込  み 
       コ  ン  ビ  ニ  の  各  本  部  か  ら  収  納  代  ⾏  業  者  へ  の  収  納  ⾦  の  送  ⾦  の  こ  と  を  い  う。 
 （６）  払  込  み 
       収  納  代  ⾏  業  者  か  ら  市  へ  の  収  納  ⾦  の  送  ⾦  の  こ  と  を  い  う。 
 （７）  バー  コー  ド 
       ⼀  般  財  団  法  ⼈  流  通  シ  ス  テ  ム  開  発  セ  ン  ター  が  定  め  た  標  準  料  ⾦  代  理  収  納  ガ  イ  ド  ラ  イ  ン  に  準  ず 
    る  料  ⾦  ⽀  払  い  帳  票  ⽤  Ｇ  Ｓ  １  －  １  ２  ８  コー  ド  の  こ  と  を  い  う。 
 （８）  速  報  デー  タ 
       収  納  デー  タ  （納  ⼊  通  知  書  等  に  付  さ  れ  て  い  る  バー  コー  ド  の  情  報  を  い  う。）  に  基  づ  き、  直  ち 
    に  送  付  さ  れ  る  デー  タ  の  こ  と  を  い  う。 
 （９）  確  報  デー  タ 
       納  ⼊  通  知  書  等  と  払  込  み  に  係  る  収  納  ⾦  の  ⾦  額  を  照  合  の  上、  確  定  し  た  収  納  デー  タ  を  い  う。 
 （１  ０）  速  報  取  消  デー  タ 
       速  報  デー  タ  を  取  り  消  す  た  め  に  送  付  さ  れ  る  デー  タ  の  こ  と  を  い  う。 
 （１  １）  収  納  代  ⾏  業  務 
       ①     市  が  作  成  し  た  納  ⼊  通  知  書  等  に  基  づ  き、  収  納  取  扱  店  が  市  税  等  を  収  納  す  る  事  務 
       ②     コ  ン  ビ  ニ  各  本  部  及  び  キャッ  シュ  レ  ス  決  済  事  業  者  が  収  納  ⾦  の  デー  タ  を  収  納  代  ⾏  業  者  に 
          送  付  す  る  事  務 
       ③     コ  ン  ビ  ニ  各  本  部  及  び  キャッ  シュ  レ  ス  決  済  事  業  者  が  収  納  ⾦  を  収  納  代  ⾏  業  者  の  指  定  す  る 
          ⾦  融  機  関  に  振  込  む  事  務 
       ④     収  納  代  ⾏  業  者  が  収  納  取  扱  店  か  ら  送  付  を  受  け  た  収  納  ⾦  の  デー  タ  を  市  に  送  付  す  る  事  務 
       ⑤     収  納  代  ⾏  業  者  が  収  納  し  た  市  税  等  を  市  が  指  定  す  る  ⾦  融  機  関  の  ⼝  座  に  払  い  込  む  事  務 
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 ３  履  ⾏ 
 （１）  準  備  期  間  に  つ  い  て  は  契  約  締  結  の  ⽇  （協  議  の  上  決  定  す  る。）  か  ら  令  和  ８  年  ３  ⽉  ３  １  ⽇  ま 
       で  と  す  る。 
 （２）  収  納  代  ⾏  業  務  期  間  に  つ  い  て  は  令  和  ８  年  ４  ⽉  １  ⽇  か  ら  令  和  ９  年  ３  ⽉  ３  １  ⽇  ま  で  と  す  る。 
 （３）  業  務  委  託  に  つ  い  て  は、  当  該  業  務  に  係  る  予  算  の  議  決  を  もっ  て、  関  係  法  令  等  に  基  づ  き  随  意 
       契  約  に  よ  り  締  結  す  る  予  定  で  あ  る。  た  だ  し、  業  務  が  適  正  に  執  ⾏  さ  れ  な  い  と  き  （仕  様  書  で  求 
       め  て  い  る  成  果  が  得  ら  れ  な  い  と  き  等）  ⼜  は  業  務  の  実  施  を  継  続  で  き  な  い  事  由  が  ⽣  じ  た  と  は、 
       こ  の  限  り  で  は  な  い。 

 ４  収  納  代  ⾏  業  務  に  係  る  費  ⽤ 
 （１）  市  が  負  担  す  る  費  ⽤  の  範  囲  は  次  の  と  お  り  と  す  る。 
       ①     初  期  導  ⼊  費  ⽤ 
       ②     ⽉  額  基  本  ⼿  数  料 
       ③     収  納  （確  報  デー  タ  に  基  づ  く）  １  件  あ  た  り  の  ⼿  数  料 
       ④     ①②③  に  係  る  消  費  税  等  （消  費  税  及  び  地  ⽅  消  費  税  相  当  分） 
             た  だ  し、  1  円  未  満  の  端  数  が  あ  る  場  合  は  こ  れ  を  切  り  捨  て  る。 
 （２）  ⼿  数  料  の  ⽀  払  ⽅  法 
       ①     初  期  導  ⼊  費  ⽤  に  つ  い  て  は、  契  約  締  結  時  に  収  納  代  ⾏  業  者  の  正  当  な  請  求  に  基  づ  き  ⽀  払  う 
          も  の  と  す  る。 
       ②     令  和  ８  年  度  か  ら  発  ⽣  す  る  ⽉  額  基  本  ⼿  数  料、  確  報  デー  タ  に  基  づ  く  ⼿  数  料  に  つ  い  て  は、 
          年  １  ２  回  （⽉  単  位  で  の  請  求‧  ⽀  払）  で  ⽀  払  う。 
       ③     収  納  代  ⾏  業  者  は、  毎  ⽉  の  業  務  報  告  書  に  当  該  取  扱  収  納  デー  タ  に  お  け  る  収  納  ⾦  の  内  訳  を 
          ⽰  し  た  収  納  ⾦  内  訳  書  を  添  付  し  て  提  出  す  る。  な  お  実  績  報  告  書  及  び  収  納  ⾦  内  訳  書  の  様  式  は 
          別  途  協  議  を  し  て  定  め  る  も  の  と  す  る。 
       ④     市  は  実  績  報  告  書  に  つ  い  て  検  査  を  ⾏  う。  検  査  に  合  格  し  な  い  と  き  は、  収  納  代  ⾏  業  者  は  直 
          ち  に  こ  れ  を  補  正  す  る。 
       ⑤     市  は  検  査  に  合  格  し  た  と  き  ⼜  は  補  正  が  完  了  し  た  と  き  に、  収  納  代  ⾏  業  者  か  ら  の  請  求  書  を 
          も  と  に  ⼿  数  料  を  ⽀  払  う。 
       ⑥     取  扱  ⼿  数  料  に  関  し  て  は、  当  ⽉  中  に  送  付  さ  れ  た  確  報  件  数  で  は  な  く、  市  が  指  定  す  る  ⾦  融 
          機  関  の  ⼝  座  に  当  ⽉  末  ま  で  に  払  込  み  が  完  了  し  た  件  数  に  基  づ  き  算  定  す  る。 
 （３）  年  間  取  扱  ⾒  込  件  数 
       年  間  に  お  け  る  市  税  等  の  取  扱  い  件  数  は  約  88,000  件  程  度  を  ⾒  込  ん  で  い  る。 

 ５     デー  タ  伝  送  ⽤  機  器  の  費  ⽤ 
    デー  タ  伝  送  に  使  ⽤  す  る  機  器、  通  信  回  線  に  係  る  費  ⽤  に  つ  い  て、  市  が  設  置  す  る  も  の  は  市  が、 

    収  納  代  ⾏  業  者  が  設  置  す  る  も  の  は  収  納  代  ⾏  業  者  に  お  い  て  負  担  す  る  も  の  と  す  る。  た  だ  し、  デー 
    タ  受  信  ⽤  ソ  フ  ト  ウェ  ア  に  つ  い  て  は  収  納  代  ⾏  業  者  が  負  担  す  る。 

 ６  収  納  取  扱  店  に  お  け  る  収  納  代  ⾏  業  務  の  ⽅  法 
 （１）  収  納  取  扱  店  は  次  の  と  お  り  収  納  代  ⾏  業  務  を  履  ⾏  す  る  も  の  と  す  る。 
       ①     納  付  者  が  持  参  し  た  納  ⼊  通  知  書  等  に  基  づ  い  て  市  税  等  を  収  納  し、  領  収  印  を  押  印  す  る。 

 ‧  押  印  箇  所 
 ３  連  式  ：  納  付  済  通  知  書‧  納  付  書‧  領  収  証  書 

          ４  連  式  ：  納  付  済  通  知  書‧  納  付  書‧  納  税  証  明  書‧  領  収  証  書 
       ②     領  収  印  を  押  印  し  た  領  収  証  書  を  来  店  者  へ  返  却  す  る。 
             ４  連  式  の  場  合  は、  領  収  証  書  及  び  納  税  証  明  書  を  納  付  者  に  返  却  す  る。 
       ③     納  付  書  を  収  納  取  扱  店  で  保  管  し、  納  付  済  通  知  書  を  コ  ン  ビ  ニ  各  本  部  へ  送  付  す  る。 
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 （２）  収  納  取  扱  店  は、  次  の  事  項  に  留  意  し  て  市  税  等  を  収  納  す  る  も  の  と  す  る。 
       ①     納  付  者  が  持  参  し  た  納  ⼊  通  知  書  等  に  付  さ  れ  た  バー  コー  ド  情  報  を  バー  コー  ド  ス  キャ  ナ  で 
          読  み  取っ  た  上  で、  そ  の  情  報  に  基  づ  き  現  ⾦  を  受  領  す  る  こ  と。 
       ②     バー  コー  ド  ス  キャ  ナ  で  の  読  み  取  り  に  代  え、  レ  ジ  ス  ター  キー  に  よ  り  バー  コー  ド  を  ⼊ 
          ⼒  し  て  は  な  ら  な  い  こ  と。 
       ③     次  に  掲  げ  る  納  ⼊  通  知  書  等  は  使  ⽤  で  き  な  い  こ  と。 
       （ア）  バー  コー  ド  が  表  ⽰  さ  れ  て  い  な  い  も  の。 
       （イ）  バー  コー  ド  の  情  報  を  読  み  取  る  こ  と  が  で  き  な  い  も  の。 
       （ウ）  ⾦  額、  バー  コー  ド  等  の  表  ⽰  内  容  に  改  ざ  ん  が  認  め  ら  れ  る  も  の。 
       （エ）  納  ⼊  通  知  書  等  の  記  載  ⾦  額  の  ⼀  部  を  ⽀  払  お  う  と  す  る  も  の。 
       （オ）  納  ⼊  通  知  書  等  １  枚  の  ⾦  額  が  ３  ０  万  円  を  越  え  る  も  の。 
       ④     ③  の  収  納  で  き  な  い  納  ⼊  通  知  書  等  の  対  応  は、  ③  （ア）、  （イ）、  （エ）  ま  た  は  （オ） 
          に  該  当  す  る  場  合  は、  そ  の  旨  を  納  ⼊  通  知  書  等  持  参  者  に  説  明  し、  市  の  窓  ⼝、  ま  た  は  取  扱  ⾦ 
          融  機  関  等  で  の  ⽀  払  い  を  勧  め、  ③  （ウ）  に  該  当  す  る  場  合  は、  市  に  お  い  て  再  発  ⾏  し  て  も  ら 
          う  よ  う  説  明  す  る  こ  と。 
       ⑤     納  ⼊  通  知  書  等  に  誤っ  て  領  収  印  を  押  印  し  た  と  き  は、  そ  の  領  収  印  を  無  効  と  す  る  措  置  を  施 
          し、  納  ⼊  通  知  書  等  を  持  参  者  に  返  還  す  る  こ  と。 

 ７  コ  ン  ビ  ニ  各  本  部  及  び  キャッ  シュ  レ  ス  決  済  事  業  者  に  お  け  る  収  納  代  ⾏  業  務  の  ⽅  法 
    コ  ン  ビ  ニ  各  本  部  及  び  キャッ  シュ  レ  ス  決  済  事  業  者  は、  次  の  と  お  り  収  納  代  ⾏  業  務  を  履  ⾏  す  る  も 
 の  と  す  る。 
 （１）  収  納  デー  タ  は  １  ⽇  を  単  位  と  し  て  取  り  ま  と  め  の  上、  速  報  デー  タ  及  び  速  報  デー  タ  に  誤  り  が 
       あっ  た  場  合  は  速  報  取  消  デー  タ  を  作  成  し、  収  納  代  ⾏  業  者  に  送  付  す  る。 
 （２）  収  納  代  ⾏  業  者  に  送  付  し  た  速  報  デー  タ  及  び  速  報  取  消  デー  タ  と  収  納  取  扱  店  か  ら  送  付  さ  れ  た 
       納  ⼊  通  知  書  等  と  照  合  す  る。 
 （３）  （２）  の  照  合  結  果  に  基  づ  き  確  報  デー  タ  を  作  成  し、  収  納  代  ⾏  業  者  に  送  付  す  る。 
 （４）  確  報  デー  タ  に  係  る  収  納  ⾦  を  収  納  代  ⾏  業  者  に  振  り  込  む。 
 （５）  収  納  取  扱  店  か  ら  送  付  さ  れ  た  納  ⼊  済  通  知  書  を  保  管  す  る。 

 ８  収  納  代  ⾏  業  者  に  お  け  る  収  納  代  ⾏  業  務  の  ⽅  法 
    収  納  代  ⾏  業  者  は、  次  の  と  お  り  収  納  代  ⾏  業  務  を  履  ⾏  す  る  も  の  と  す  る。 
 （１）  収  納  代  ⾏  業  者  は、  収  納  代  ⾏  業  務  実  施  前  に  納  ⼊  通  知  書  等  に  印  字  さ  れ  た  バー  コー  ド  が  収  納 
    取  扱  店  に  て  収  納  可  能  な  も  の  で  あ  る  か  テ  ス  ト  を  ⾏  い、  収  納  取  扱  店  に  て  収  納  可  能  な  納  ⼊  通  知  書 
    等  を  市  が  発  ⾏  す  る  こ  と  に  協  ⼒  す  る。 
 （２）  コ  ン  ビ  ニ  各  本  部  及  び  キャッ  シュ  レ  ス  決  済  事  業  者  か  ら  送  付  の  あっ  た  速  報  デー  タ  及  び  速  報 
       デー  タ  に  誤  り  が  あっ  た  場  合  は  速  報  取  消  デー  タ  を  市  に  送  付  す  る。 
 （３）  コ  ン  ビ  ニ  各  本  部  及  び  キャッ  シュ  レ  ス  決  済  事  業  者  か  ら  送  付  の  あっ  た  確  報  デー  タ  と  各  本  部 
       か  ら  振  り  込  ま  れ  た  収  納  ⾦  の  ⾦  額  と  を  照  合  し、  ⼀  致  さ  せ  た  上  で、  確  報  デー  タ  を  市  に  送  付  す 
       る。 
 （４）  （３）  の  照  合  の  結  果  が  ⼀  致  し  な  い  と  き  は、  そ  の  原  因  を  究  明  す  る  と  と  も  に、  直  ち  に 
       所  要  の  措  置  を  講  じ  る。 
 （５）  収  納  ⾦  の  ⾦  額  が  確  定  し  た  後、  そ  の  確  定  し  た  収  納  ⾦  を  市  が  指  定  す  る  ⾦  融  機  関  の  ⼝  座  に  振 
       り  込  む。  た  だ  し、  収  納  ⾦  を  振  り  込  む  と  き  の  ⼿  数  料  等  に  つ  い  て  は、  収  納  代  ⾏  業  者  の  負  担  と 
       す  る。 

 ９  収  納  代  ⾏  業  務  予  定  表  の  作  成 
    収  納  代  ⾏  業  者  は、  次  の  と  お  り  収  納  代  ⾏  業  務  予  定  表  を  作  成  す  る  も  の  と  し、  収  納  代  ⾏  業  者  は  予 
 定  表  に  基  づ  き  収  納  代  ⾏  業  務  を  ⾏  う  も  の  と  す  る。 
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 （１）  速  報  デー  タ  及  び  確  報  デー  タ  の  送  付、  収  納  ⾦  の  払  込  み、  そ  の  他  収  納  代  ⾏  業  務  の  処  理  に  関 
       す  る  １ヶ  ⽉  の  ⽇  程  を  記  載  す  る。  な  お、  こ  の  場  合  に  お  け  る  標  準  的  な  処  理  期  限  は  次  の  と  お  り 
       と  す  る。 
    ①  市  へ  の  速  報  デー  タ  の  送  付 
       収  納  取  扱  店  に  お  い  て  市  税  等  を  収  納  し  た  ⽇  の  翌  開  庁  ⽇  の  午  後  に  受  信  で  き  る  よ  う  送  付  す  る  こ 
    と。 
    ②  収  納  代  ⾏  業  者  へ  の  確  報  デー  タ  の  送  付 
       コ  ン  ビ  ニ  各  本  部  及  び  キャッ  シュ  レ  ス  決  済  事  業  者  に  お  い  て、  収  納  ⽇  毎  の  締  ⽇  の  翌  ⽇  か  ら  起 
    算  し  て  ４  ⽇  以  内  （こ  の  期  間  中  に  コ  ン  ビ  ニ  各  本  部  及  び  キャッ  シュ  レ  ス  決  済  事  業  者  ⼜  は  収  納  代 
    ⾏  業  者  の  休  ⽇  が  含  ま  れ  る  場  合  は、  そ  の  ⽇  は  不  算  ⼊） 
    ③  市  へ  の  確  報  デー  タ  の  送  付 
       収  納  代  ⾏  業  者  に  お  い  て、  収  納  ⽇  毎  の  締  ⽇  の  翌  ⽇  か  ら  起  算  し  て  ５  ⽇  以  内  （こ  の  期  間 
    中  に  市  の  閉  庁  ⽇  が  含  ま  れ  る  場  合  は、  そ  の  ⽇  は  不  算  ⼊） 
    ④  収  納  代  ⾏  業  者  へ  の  収  納  ⾦  の  振  込  み 
       コ  ン  ビ  ニ  各  本  部  及  び  キャッ  シュ  レ  ス  決  済  事  業  者  に  お  い  て、  収  納  ⽇  毎  の  締  ⽇  の  翌  ⽇  か  ら  起 
    算  し  て  ５  ⽇  以  内  （こ  の  期  間  中  に  コ  ン  ビ  ニ  各  本  部  及  び  キャッ  シュ  レ  ス  決  済  事  業  者  ⼜  は  収  納  代 
    ⾏  業  者  の  休  ⽇  が  含  ま  れ  る  場  合  は、  そ  の  ⽇  は  不  算  ⼊） 
    ⑤  市  へ  の  収  納  ⾦  の  振  込  み 
       収  納  代  ⾏  業  者  に  収  納  ⾦  の  振  込  み  が  あっ  た  ⽇  の  翌々  ⽇  ま  で  （収  納  ⾦  の  振  り  込  み  が  あっ  た  ⽇ 
    ⼜  は  そ  の  翌  ⽇  が  指  定  ⾦  融  機  関  の  休  ⽇  に  当  た  る  場  合  は、  そ  の  ⽇  は  不  算  ⼊） 
       た  だ  し、  年  末  年  始  そ  の  他  特  別  な  事  情  が  あ  る  場  合  は  こ  の  限  り  で  は  な  い。 
 （２）  当  ⽉  分  の  収  納  業  務  予  定  表  は、  前  ⽉  の  ２  ０  ⽇  ま  で  に  作  成  す  る  も  の  と  す  る。 
 （３）  収  納  代  ⾏  業  務  予  定  表  を  変  更  し  よ  う  と  す  る  と  き  は、  市  に  連  絡  す  る  も  の  と  す  る。 

 10  収  納  代  ⾏  業  者  か  ら  市  へ  の  デー  タ  の  送  付  ⽅  法 
 （１）  市  へ  の  速  報  デー  タ、  確  報  デー  タ  及  び  速  報  取  消  デー  タ  は、  こ  れ  ら  の  デー  タ  を  送  付  す  べ  き 
       ⽇  の  午  後  ４  時  ま  で  に  収  納  代  ⾏  業  者  の  電  ⼦  情  報  処  理  機  器  等  に  登  録  し  て  お  く。 
 （２）  市  は  通  信  回  線  等  を  通  じ  て  （１）  の  デー  タ  を  取  得  す  る。 
 （３）  収  納  代  ⾏  業  者  は  （１）  の  デー  タ  に  瑕  疵  が  あ  る  と  き  は、  再  度  こ  れ  ら  の  デー  タ  を  作  成  す    
       る。 

 11  通  信  回  線  等  ⼜  は  電  ⼦  情  報  処  理  機  器  等  に  不  具  合  が  ⽣  じ  た  場  合  の  措  置 
 （１）  収  納  代  ⾏  業  者  は、  通  信  回  線  等  の  不  通  （短  時  間  で  復  旧  す  る  と  認  め  ら  れ  る  場  合  を  除  く。） 
       ま  た  は  事  故  若  し  く  は  市  の  電  ⼦  情  報  処  理  機  器  等  の  不  具  合  に  よ  り、  市  に  速  報  デー  タ、  確  報    
       デー  タ  ⼜  は  速  報  取  消  デー  タ  を  送  付  で  き  な  く  なっ  た  と  き  は、  障  害  復  旧  後、  当  ⽇  分  と  合  わ  せ 
       て  登  録  す  る  こ  と。 
 （２）  障  害  が  発  ⽣  し  （１）  の  措  置  が  ⾏  え  な  い  場  合  は、  磁  気  記  録  媒  体  等  に  よ  り  収  納  デー  タ  を  市 
       に  送  付  す  る。  そ  れ  に  係  る  費  ⽤  は  双  ⽅  協  議  の  上、  定  め  る  も  の  と  す  る。 

 12  検  査 
 （１）  市  は  必  要  が  あ  る  と  認  め  る  と  き  は、  収  納  代  ⾏  業  者  及  び  コ  ン  ビ  ニ  各  本  部  並  び  に  キャッ  シュ 
       レ  ス  決  済  事  業  者  に  収  納  事  務  の  履  ⾏  状  況  に  つ  い  て  説  明  を  求  め、  ま  た、  収  納  代  ⾏  業  務  に  関  す 
       る  帳  票、  書  類  そ  の  他  の  物  件  を  検  査  す  る  こ  と  が  で  き  る。  こ  の  場  合、  収  納  代  ⾏  業  者  は、  市  か 
       ら  検  査  の  要  請  が  あっ  た  場  合、  そ  の  ⽇  程  等  を  折  衝、  調  整  す  る  こ  と。 

 （２）  市  は  検  査  の  結  果、  必  要  が  あ  る  と  認  め  る  と  き  は、  収  納  代  ⾏  業  務  の  履  ⾏  に  ⽴  会  い、  履  ⾏  状 
       況  に  つ  い  て  検  査  し、  収  納  代  ⾏  業  者  及  び  コ  ン  ビ  ニ  各  本  部  並  び  に  キャッ  シュ  レ  ス  決  済  事  業  者 
       に  報  告  を  求  め  る  こ  と  が  で  き  る。  こ  の  場  合  に  お  い  て、  市  は  収  納  代  ⾏  業  者  及  び  コ  ン  ビ  ニ  各  本 
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       部  並  び  に  キャッ  シュ  レ  ス  決  済  事  業  者  の  収  納  代  ⾏  業  務  が  不  適  当  と  認  め  た  と  き  は、  収  納  代  ⾏ 
       業  者  及  び  コ  ン  ビ  ニ  各  本  部  並  び  に  キャッ  シュ  レ  ス  決  済  事  業  者  に  是  正  を  求  め  る  こ  と  が  で  き    
       る。 

 13  書  類  等  の  保  存 
 （１）  収  納  代  ⾏  業  者  及  び  コ  ン  ビ  ニ  各  本  部  並  び  に  キャッ  シュ  レ  ス  決  済  事  業  者  は、  不  慮  の  事  故  等 
       に  備  え、  収  納  デー  タ  を  １  年  間  保  存  す  る  も  の  と  す  る。 
 （２）  収  納  代  ⾏  業  者  及  び  コ  ン  ビ  ニ  各  本  部  並  び  に  キャッ  シュ  レ  ス  決  済  事  業  者  へ  送  付  さ  れ  た  納  ⼊ 
       済  通  知  書  は  事  故  等  に  備  え  て  領  収  印  ⽇  付  の  属  す  る  年  度  の  翌  年  度  か  ら  起  算  し  て  １  ０  年  間  保  存 
       す  る。 
 （３）  前  各  号  の  保  存  期  間  が  経  過  し  た  書  類  等  は、  破  砕、  裁  断、  溶  解  等  の  ⽅  法  に  よ  り、  第  三  者  に 
       よ  る  復  元  が  で  き  な  い  よ  う  処  分  す  る。 

 14  個  ⼈  情  報  の  保  護‧  秘  密  の  保  持 
 （１）  収  納  代  ⾏  業  者  は、  個  ⼈  情  報  保  護  の  重  要  性  を  認  識  し、  個  ⼈  情  報  の  取  扱  い  に  当  たっ  て  は、 
       個  ⼈  の  権  利  利  益  を  侵  害  す  る  こ  と  の  な  い  よ  う、  適  正  に  取  り  扱  わ  な  け  れ  ば  な  ら  な  い。 
 （２）  収  納  代  ⾏  業  者  は、  こ  の  契  約  に  よ  る  事  務  に  関  し  て  知  り  得  た  個  ⼈  情  報  の  内  容  を  み  だ  り  に  他 
       ⼈  に  知  ら  せ、  ⼜  は  不  当  な  ⽬  的  の  た  め  に  使  ⽤  し  て  は  な  ら  な  い。  こ  の  契  約  が  終  了  し、  ⼜  は  解 
       除  さ  れ  た  後  に  お  い  て  も  同  様  と  す  る。 
 （３）  収  納  代  ⾏  業  者  は、  そ  の  使  ⽤  す  る  者  に  対  し、  在  職  中  及  び  退  職  後  に  お  い  て  も  こ  の  契  約  に  よ 
       る  事  務  に  関  し  て  知  り  得  た  個  ⼈  情  報  の  内  容  を  み  だ  り  に  他  ⼈  に  知  ら  せ、  ⼜  は  不  当  な  ⽬  的  に  使 
       ⽤  し  て  は  な  ら  な  い  こ  と  な  ど、  個  ⼈  情  報  の  保  護  に  関  し  て  必  要  な  事  項  を  周  知  し  な  け  れ  ば  な  ら 
       な  い。 
 （４）  収  納  代  ⾏  業  者  は、  こ  の  契  約  に  よ  る  事  務  に  係  る  個  ⼈  情  報  の  漏  え  い、  滅  失  及  び  き  損  の  防  ⽌ 
       そ  の  他  の  個  ⼈  情  報  の  適  切  な  管  理  の  た  め  に  必  要  な  措  置  を  講  じ  な  け  れ  ば  な  ら  な  い。 
 （５）  収  納  代  ⾏  業  者  は、  こ  の  契  約  に  よ  る  事  務  を  処  理  す  る  た  め  に  個  ⼈  情  報  を  収  集  す  る  と  き  は、 
       当  該  事  務  を  処  理  す  る  た  め  に  必  要  な  範  囲  内  で、  適  正  か  つ  公  正  な  ⼿  段  に  よ  り  収  集  し  な  け  れ  ば 
       な  ら  な  い。 
 （６）  収  納  代  ⾏  業  者  は、  委  託  者  の  指  ⽰  ⼜  は  承  諾  が  あ  る  と  き  を  除  き、  こ  の  契  約  に  よ  る  事  務  に  関 
       し  て  知  り  得  た  個  ⼈  情  報  を、  当  該  事  務  を  処  理  す  る  た  め  以  外  に  使  ⽤  し、  ⼜  は  第  三  者  に  引  き  渡 
       し  て  は  な  ら  な  い。 
 （７）  収  納  代  ⾏  業  者  は、  委  託  者  の  指  ⽰  ⼜  は  承  諾  が  あ  る  と  き  を  除  き、  こ  の  契  約  に  よ  る  事  務  を  処 
       理  す  る  た  め  に  委  託  者  か  ら  貸  与  さ  れ  た  個  ⼈  情  報  が  記  録  さ  れ  た  資  料  等  を  複  写  し、  ⼜  は  複  製  し 
       て  は  な  ら  な  い。 
 （８）  収  納  代  ⾏  業  者  は、  受  託  者  が  こ  の  契  約  に  よ  る  事  務  を  処  理  す  る  た  め  に  取  り  扱っ  て  い  る  個  ⼈ 
       情  報  の  処  理  の  状  況  に  つ  い  て、  必  要  に  応  じ  報  告  を  求  め  る  こ  と  が  で  き  る。 

 15  事  故  の  報  告 
    収  納  代  ⾏  業  者  は、  事  故  が  発  ⽣  し  た  と  き  は  直  ち  に  市  に  連  絡  す  る  と  と  も  に、  そ  の  状  況  及  び  処  理 
 内  容  に  つ  い  て  ⽂  書  に  よ  り  市  に  報  告  し  な  け  れ  ば  な  ら  な  い。 

 16  収  納  ⾦  の  保  全 
    収  納  代  ⾏  業  者  は  収  納  ⾦  の  保  全  の  た  め  に  適  切  な  措  置  を  講  じ  る  も  の  と  す  る。 

 17  損  害  賠  償 
    収  納  代  ⾏  業  務  の  履  ⾏  に  お  い  て、  市  に  損  害  が  ⽣  じ  た  と  き、  収  納  代  ⾏  業  者  の  責  に  帰  す  べ  き  事  由 
 に  よ  り  ⽣  じ  た  損  害  に  つ  い  て  は、  収  納  代  ⾏  業  者  が  そ  の  損  害  賠  償  責  任  を  負  う  も  の  と  す  る。 
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 18  再  委  託  の  禁  ⽌ 
    収  納  代  ⾏  業  者  は、  市  か  ら  受  託  し  た  収  納  代  ⾏  業  務  を  第  三  者  に  委  託  し  て  は  な  ら  な  い。 
    た  だ  し、  書  ⾯  に  よ  り  市  か  ら  承  諾  を  受  け  た  場  合  は、  こ  の  限  り  で  は  な  い。 

 19  収  納  代  ⾏  業  務  開  始  ま  で  の  準  備  作  業 
    収  納  代  ⾏  業  者  は、  次  の  各  号  に  掲  げ  る  市  税  等  の  収  納  代  ⾏  業  務  を  開  始  す  る  ま  で  の  事  前  準  備  作  業 
 を  ⾏  う。 
 （１）  仕  様、  ス  ケ  ジュー  ル  の  打  ち  合  わ  せ  等  シ  ス  テ  ム  構  築  に  必  要  な  ⽀  援 
 （２）  コ  ン  ビ  ニ  収  納  及  び  キャッ  シュ  レ  ス  決  済  に  対  応  し  た  納  ⼊  通  知  書  等  様  式  設  計、  デー  タ  レ  イ 
       ア  ウ  ト  調  整  ⽀  援 
 （３）  提  携  予  定  収  納  取  扱  店  と  の  各  種  調  整  及  び  確  認  作  業 
 （４）  バー  コー  ド  読  み  取  り  テ  ス  ト 
 （５）  速  報  デー  タ、  確  報  デー  タ  及  び  速  報  取  消  デー  タ  の  送  受  信  接  続  テ  ス  ト、  市  に  お  け  る  受  信  端 
       末  の  調  整  等  ⽀  援 
 （６）  そ  の  他  必  要  な  作  業 

 20  協  議 
    本  仕  様  書  に  定  め  の  な  い  事  項  に  つ  い  て  は、  双  ⽅  協  議  の  上、  定  め  る  も  の  と  す  る。 

 6 


